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移転価格文書化、MAP、APAの新規定
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移転価格文書化、相互協議（MAP）及び事前合意（APA）にかかる新規定が公布された。

インドネシア財務省は新規定として2023年財務省令172号（「PMK 172」）を公布し、納税者は2024年度の移転価格文
書からの適用開始が求められる。この新規定にはMAPとAPAに関する更新も含まれている。

以下はPMK172で重要な新規則の概要である。

移転価格文書の形式
的な要件

移転価格文書化の新規定

MAPとAPAのガイダンス

 » 移転価格文書化の新規定は2024年度以降適
用される。

 » 税務調査あるいはコンプライアンスのモニタリ
ング目的で税務当局からローカルファイルとマ
スターファイルの提出を求められた場合、1カ月
以内に提出する。

 » 移転価格文書の入手可能日や内容の要件な
ど形式的な側面がより強調されている。これら
の形式的な側面が規定に準拠していないと文
書が無効になる可能性がある。

 » 二次調整の適用に関するガイダンスが含ま
れ、条件を満たすことによってみなし配当には
租税条約の税率が適用されることも明記され
ている。

 » 国内の二重課税を軽減するための現地手続き
が導入された。これに従うためには税務調査の
結果に合意し、税務異議申し立てには進まな
いことが求められる。

 » PMK172はマスターファイル、ローカルファイル
および国別報告書を規定するPMK213等従前
の規定を無効とした。

 » 「特別な関係」の定義について経営上の機能、技術の利用、財務面を
通じた当事者間の依存関係に拡大解釈する。

 » 納税者は2つ以上の取引が相互に関連し相互に影響を及ぼさない限
りそれぞれの取引を分析する必要がある。それが不可能な場合は取
引をまとめた状態での分析が認められる。

 » 産業分析はすべての移転価格文書に含める必要がある。この分析で
網羅すべき項目は新規定に記載されている。

 » 役務提供、無形資産、ローン、資産譲渡、事業再編、費用分担契約や
その他金融取引のような特定の関連当事者間取引には特に注意を
要する。独立企業間価格適用の原則については売上や仕入れ等他
の取引についても文書化が必要となる。

 » 新しい移転価格手法として、独立取引批准法、有形・無形資産評価、
事業評価が確認された。

 » 独立企業間の範囲について更なるガイダンスが追加された。

 » MAPに関する新規則では協議期間が24カ月から最長48カ月へ延長
された。

 » APAのオンライン申請などさらなる手続きのガイダンスが追加された。
 » マルチラテラルAPAが追加された。



KPMGコメント      

PMK172は包括的な規定であり、これまでに財務省や税務総局から発行された多くの規定を網羅している。従
前の規定の内容を大きく変更したものではないが、最も注目すべきは国内関連者間取引において国内の二重
課税を解決するための仕組みの導入といえる。一方で、関連当事者の定義など一部はOECDのガイドラインと
完全に一致しているとはいえず、それによってさらに論争を引き起こす可能性がある。また、これまでのところ
役務提供や販売機能についてのセーフハーバールール（あらかじめ許容可能な利益率のレベル）が導入され
ていない。そしてついにマルチラテラルAPAが追加された。

本ニュースレターは新規定の概要のみ記載している。詳細が必要な場合は、KPMGにお問い合わせください。
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